
水産用医薬品の使用に関する記録及び水産用抗菌剤の取扱いについて
（平成29年4月3日付消費・安全局長通知）

通知の概要（平成30年1月1日から運用開始）
1.水産用医薬品（食用に供するために養殖されている水産動物に使用する動物用医薬品）の使用記録の徹底に加え、
2.水産用抗菌剤（水産用医薬品のうち抗菌性物質製剤）の購入の際に専門家の指導を必要とする仕組みを新たに導入する

養殖業者等
・抗菌剤の使用を「使用記録票」に
記録・保存

専門家
（以下に所属する魚類防疫員）

・抗菌剤の適正な使用を指導
☆海面の水産動物
水産技術センター栽培推進部

☆内水面の水産動物
水産技術センター内水面試験場

動物用医薬品販売業者

◎緊急時には、抗菌剤使用指導書
なしで抗菌剤の購入・販売可
（理由書の提出が必要）

【各指導機関連絡先】
☆水産技術センター栽培推進部
三浦市三崎町城ケ島養老子
TEL: 046-882-2314
☆水産技術センター内水面試験場
相模原市緑区大島3657
TEL: 042-763-2007

使用記録票の写しを添付して抗菌
剤使用指導書交付申請書を提出①

使用記録票及び交付申請書を確
認し、抗菌剤使用指導書を交付②

抗菌剤使
用指導書に
従って販売

④
抗菌剤使用
指導書の写
しを提出

③

◎理由書を受けて販売した場合に
は、その写しと報告書を提出


